
［事案 24-167］ 解約取消・死亡保険金支払請求  

・平成 24年 12月 28日 不受理決定 

 ※本事案の申立人は、法人である。 

＜事案の概要＞ 

契約者（法人）の代表者であった被保険者が、亡くなる直前に行ったとされる解約手続

について、当時の被保険者の入院状況からすると、極めて不可解であったことから、その

真相を解明すること、および解約を無効とし、受領済の解約返戻金と死亡保険金との差額

とその遅延損害金相当額を支払うことを求めて、申立のあったもの。 

＜不受理の理由＞ 

裁定審査会では、申立内容の適格性について審査を行った結果、以下のとおり判断し、

指定（外国）生命保険業務紛争解決機関「業務規程」第 24 条 第１項第 9 号にもとづき、

申立てを不受理とした。 

(1)申立人の請求については、本契約の解約手続がなされた際、被保険者が有効な意思表示

が可能な状況にあったか否かが重要な争点となると考えられるが、この事実関係を明ら

かにするためには、第三者である病院関係者の事情聴取等によらざるを得ない。 

(2)しかしながら、当審査会は裁判外紛争解決機関であるため、第三者の証人尋問を求める

権限はなく、また、当事者の反対尋問の機会等の手続もないことから、当審査会におい

て事実関係を明らかにすることは困難である。 

(3)また、医療機関にカルテの提出を求め、場合によっては、当時の被保険者の意思能力に

つき、専門家による鑑定を行う必要も生じてくるが、当審査会にはそのような権限もな

い。 

(4)さらに、本件においては、請求金額が大変高額であることから、事実の認定においては

慎重を期することが求められる。 

  (5)よって、本件については、裁判所における訴訟手続よることが適切であり、厳密な

証拠調手続きを持たない当審査会において裁定を行うのは適当でないと認められる。 


